
確 認 事 項 【各施設共通：追加項目】
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２　医薬品の使用介助

項　　　　　　　　目

　(2)　医薬品の管理者

　　ア　医薬品は、部外者等が容易に侵入できる場所に保管していないか。

　　イ　医薬品の保管庫や保管庫がある部屋の施錠状況

　　　 ・保管庫、保管部屋の鍵の管理者及び保管場所

１　医薬品の管理

　(1)　医薬品の管理をしているか。

　　　 ・保管庫の施錠の有無

　(3)　医薬品の保管状況

　(4)　医薬品の受払簿の整備

　　　   保管場所（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　　　管理方法（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　ウ　施錠できない場所に保管している場合の管理方法

　(1)　医薬品の使用介助を行っているか。

　　　　 ・お薬手帳等の保管

　　ア　医薬品の管理責任者は決まっているか。

　　　（管理者　　　　　　　　　　　　　）

　　　　 施錠の状況（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　　　確認方法（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　　　整理の状況（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　(2)　医薬品の使用介助を行う場合は、複数の職員により使用方法、使用量等を確認しているか。

　(3)　医薬品の使用介助に必要な情報は入所者個人別に整理されているか。

　　　 　・処方箋の内容（使用量、使用頻度、使用時期等）

     　・保管庫に鍵がない場合の保管している部屋の施錠の有無

  　ア　医薬品の受払簿は整備しているか。

　　　 　　管理方法（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　　 ・受払簿の確認者は指定されているか。（職名　　　　　　　　氏名　　　　　　　　）

　　　 ・受払簿がない場合の管理方法

　　　　（管理者　　　　　　　　　　　　保管場所　　　　　　　　　　　　　）

1 追加項目（医薬品管理等）


